
                        令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日 

総合政策局公共事業企画調整課 

宇宙無人建設革新技術開発の実施対象として新たに3件を決定 

～月面等での建設活動に資する無人建設革新技術開発推進プロジェクト～ 

（プロジェクト全体像） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」（スターダストプログラム）の一環として、令和3年

7月に開始した「宇宙無人建設革新技術開発推進事業」（国交省及び文科省連携）において、新

たに技術研究開発の実施対象『新規分』（計3件）を決定しました。【別紙１】 

［無人建設(自動化・遠隔化)に係る技術：２件、簡易施設建設に係る技術：１件（いずれも実現可能性検証(F/S)）］ 

今後、省庁連携「無人建設革新技術開発推進協議会」【別紙２】の体制の下、令和4年6月に決定した『継

続・移行分』（計 10 件）を加えた13件の技術研究開発を進めます。 

また、他の宇宙関連事業とも連携し、地上の建設技術の高度化に展開するため、広く宇宙と建設の関係

者を募り、「遠隔施工等実演会」（仮称）等の活動を予定しています。 

【問い合わせ先】 総合政策局 公共事業企画調整課 

企画専門官 増、課長補佐 味田、施工企画係長 金森 

代表：03(5253)8111(内線24903,24933,24922)  FAX：03(5253)1556 

E-mail: hqt-unmanned_constr@mlit.go.jp 課直通：03-5253-8285or8286 

令和4年度（2022年度）新規に開始する研究開発一覧 



スターダストプログラム (宇宙開発利用加速化戦略プログラム） Stardust Program ( Strategic Program for Accelerating Research, Development and Utilization of Space Technology ) Page-1

H28熊本地震

宇宙無人建設革新技術開発

背景・必要性背景・必要性

プロジェクト番号：R3-01

各省の役割各省の役割

事業の内容事業の内容

主担当庁：国土交通省
連携省庁：文部科学省
（事業期間５年程度）

○ 宇宙利用探査において世界に先駆けて月面拠点建設を進めるため
には、遠隔あるいは自動の建設技術（無人化施工等）は、重要な要素。
我が国では、これまで風水害・火山災害を克服するため無人化施工技
術が培われ、国際的にも強みを有する。

○ 近年、激甚化する災害対応・国土強靱化に加え、人口減少下におい
て、無人化施工技術の更なる高度化と現場への普及は喫緊の課題。
（国交省では令和3年4月、インフラDX総合推進室を発足し、本省・地
方・研究所が一体で無人化施工等を推進）

○ この建設技術を、アルテミス計画等を通じて月面環境に係るノウハウ
を有する文部科学省と連携して、月面拠点建設へ適用するための技
術開発を進めるとともに地上の事業へ波及させる。

（月面無人化施工イメージと地上の無人化施工）

○ 国土交通省： 無人建設（無人での施工、建材製造、建築等）
の開発・現場適用検証、事業展開推進

○ 文部科学省 専門的知見の提供及び技術的助言

○ 月面開発に資する無人建設技術（施工、建材製造、建築等）の
開発を重点化・加速化するため、月面と地上のノウハウを集結。

○ 地上の建設事業で導入・開発されている無人建設技術を、月
面拠点建設に適用するため、地上建設への展開も考慮しつつ、
優先的に開発すべき技術・水準を明確化し、集中投資を図る。

○ その際、無人建設に係る各種技術の水準、達成見込みを的確
に見極めるために、実験室、試験場、建設現場で実証を行う。

（施策イメージ）

H28熊本地震
（施工現場と
操作室）

高
度
化

Spin
off

本プロジェクトは、宇宙政策委員会衛星開発・実証小員会（第8回；2021.7.5 ）において、宇宙開発利用加速化戦略プログラム（スターダストプログラム）として決定された。
府省連携の官学の有識者からなる「無人建設革新技術開発推進協議会」を設置し、研究開発推進方策を審議し、一般公募及び審査を行い、技術研究開発を推進している。

別紙１
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代表者： 大成建設株式会社
共同実施者：パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社

月面環境に適応するSLAM自動運転技術の開発

〇技術分類：Ⅰ無人建設（自動化・遠隔化） 〇ステージ： F/S（実現可能性検証）

【ねらい・概要】

【内容・ポイント】

技術研究
開発名称

実施者

【実施イメージ】
無人建設を目的として建設機

械を制御するためには、正確に

機械の位置情報を得る必要が

ある。測位衛星システムがない

月面環境で位置情報を取得す

るため、環境情報を活用する

LiDAR-SLAM技術と人工的な

特徴点を活用するランドマーク

SLAM技術を統合し、月面のよ

うな特殊な環境に適応可能な

自動運転技術の構築を目指す。

月面での自動運転を実現す

るためには、月面を模した仮想

環境での試験やシミュレーショ

ンが重要である。仮想空間上に

月面地形を構築し、様々なバリ

エーションのマーカを配置し、仮

想建設機械を走行させる事で、

センシング性能、自己位置推定

性能を検証する。

【月面での実用イメージ】

【地球上での応用イメージ】

特徴点となるオブジェクトが乏しいエリア
⇒ランドマークSLAMを活用

特徴点となるオブジェクトが乏しいエリア
⇒ランドマークSLAMを活用

特徴点となるオブジェクトがあるエリア
⇒LiDAR-SLAMを活用

特徴点となるオブジェクトがあるエリア
⇒LiDAR-SLAMを活用

トンネル坑内走行状況_ 点群データの可視化_ 山間部走行状況_
点群データの可視化_

測位衛星

自動ブルドーザ

自動ローラ
ARﾏｰｶ

ARﾏｰｶ

自動ﾎｲｰﾙﾀﾞﾝﾌﾟ

自動ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ

自動バックホウ

自動バックホウ 自動ブルドーザ

自動ローラ

自動ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ ARﾏｰｶ
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有人宇宙システム株式会社

トータル月面建設システムのモデル構築

〇技術分類：Ⅰ無人建設（自動化・遠隔化） －施工（全体システム） 〇ステージ： F/S（実現可能性検証）

【ねらい・概要】
月の南極域において，実
際の資源採掘場所，着陸地
点等を想定し，地形の勾配・
起伏を考慮した上で，各イン
フラ機器設置場所，資源採
掘・運搬に関する動線を検
討し，月面建設システム全
体のモデル構築を行う。

【内容・ポイント】
下記(a),(b)を考慮したデジ
タルシミュレーションにて，
施工内容の実現可能性に
ついて検討を行い，輸送，
展開，組立，起動，運用の
観点も踏まえて，全体像の
具体化を行う。
(a) ダイナミクスを考慮した
施工機器・施工方法

(b) 自動・自律運用

技術研究
開発名称

実施者

【実施イメージ】

(2) ダイナミクス模擬
（施工機器・施工方法の検討）

(3) 自動・自律運用
（ROS, 強化学習）

(1) Unreal Engine
(デジタルツイン環境構築)

(4) 全体モデル構築
（輸送・展開・組立・起動・運用）

© NASA © Algoryx

© Unreal Engine Asset 

© Mathworks
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ヒトが排出
するCO2の
供給による
高密度緑化

代表者： 東京大学
共同実施者：九州大学、宇宙航空研究開発機構

月の縦孔での滞在開始用ベースキャンプの最少形態と展開着床機構の開発

〇技術分類：Ⅲ簡易施設建設 〇ステージ： F/S（実現可能性検証）

【ねらい・概要】
月の「縦孔」に滞在を開始し拠
点となる「ベースキャンプ」を「最
少」の構築物で素早く設営する
「展開着床機構」を開発する。
長期滞在施設や研究機器の構
築のための「自動建設」を援護
する拠点ともなる。
小型モックアップの「月落下軌
道放出＋投入展開試験」も構
想する。

【内容・ポイント】
「滞在モジュール」を孔底へ着
床させ「インフラ」を月表面に配
備する。搬送回数を少なくする
ために折り畳んで搬送しできる
だけパッシブな制御で半自動で
展開着床させる。
外皮と内蔵高床の「同時展開」、
「非平坦地」への接地脚、スラ
イドレール、「ハサミムシの翅」
機構によるアンテナ類といった
展開機構を開発する。
滞在モジュールの狭隘部は「高
密度緑化」で活用する。

技術研究
開発名称

実施者

月面投入試験

ロケット
相乗り

放
出

月落下軌道

縦孔

半自動
展開

通信アンテナ
ソーラーパネル

ハサミムシの翅

滞在モジュール

ケーブルリフト

貨物コンテナ

スライドレール

張弦構造による
オーバーハング

カウンター
ウェイト

滞在モジュール
搬送コンテナ

縦孔：宇宙線や隕石から守られ温
度差が数十℃と少ない滞在に適し
た環境と予想されている。

【実施イメージ】

「花柄ディンプル」「低曲率折り」により
「飛び移り」を誘発する枕型の金属製
多面体の展開

滞在モジュール

接地脚と
スライドレール

ハサミムシの翅

スライドレール
接地脚

内臓高床

花柄ディンプル

孔底への
直接ランディング

非平坦地への接地脚

ベースキャンプの最少形態と展開着床機構

展開試験_1min30s.mp4
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【本プロジェクト研究開発実施者：代表者及び共同実施者、全37者（重複込み）】
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無人建設革新技術開発推進協議会 

設置規約 

 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 協議会の名称は、「無人建設革新技術開発推進協議会」とする。 

（目的） 

第２条 本会は、月面開発等の宇宙開発に資する建設技術（自動化・遠隔化、建材製

造、構造物等）について、建設事業における発展を考慮し、優先度の高い技

術開発を推進することを目的とする。 

（活動） 

第３条 本会は、目的を達するために次の活動を行う。 

（１）優先的に開発すべき技術に係る審議 

（２）技術研究開発の推進方策に係る審議 

（３）その他、本協議会で必要と判断される事項 

（事務局） 

第４条 本会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課及び総合政策局公共事業企画

調整課が事務局として行う。 

 

第２章 委員等 

（委員） 

第５条 本会の委員は、事務局が適当と認める者に委嘱する。 

２ 委員の任期は委嘱された日から委嘱された年度の年度末までとする。 

３ 委員は協議会に出席し、公募技術の選定に係る審査及び実施内容の評価、本規約

第３条で定める活動を行うことができる。 

（委員長） 

第６条 委員長は、委員の過半数の賛同を得て、委員の中から 1 名を選定する。 

（臨時委員） 

第７条 本会の臨時委員は、審議内容に応じていずれかの委員から推薦された者に、

事務局が委員長の了承を得て委嘱する。 

２ 臨時委員の任期は任命された日から任命された年度の年度末までの期間のうち、

委員長が必要と認める期間とする。 

３ 臨時委員は、委員と同等の活動を行うことができる。 

（オブザーバー） 

第８条 本会は、その活動を円滑に推進するため、いずれかの委員の推薦によりオブ

ザーバーを置くことができる。  

（謝金等） 

第９条 委員への謝金及び旅費は事務局又は事務局の委託を受けた者により「謝金

の標準支払基準」及び「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める金額

が支払われる。 

 

別紙２ 
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第３章 協議会等 

（協議会） 

第１０条 協議会は、委員長の了解を得て事務局により召集される。 

２ 協議会は委員数 3 分の 2 以上の参加で成立し、原則として参加者の過半数以上の

賛同をもって審議内容を可決する。 

（ワーキンググループ） 

第１１条 本会は、その目的を達成するために必要な取組みを検討・推進するための 

ワーキンググループを設置することができる。 

２ ワーキンググループは、それらの目的に対して意欲ある委員、臨時委員及び研究

開発実施者から構成される。 

 

第４章 その他 

（規約の変更） 

第１２条 協議会規約は、委員の過半数の賛同をもって変更することができる。 

（協議会資料等の公開） 

第１３条 本会でとりまとめた資料等は、委員の確認を得た上で、公表することがで 

きる。 

（守秘義務） 

第１４条 委員は、本会の活動を通じて知り得た他の委員のノウハウ、研究に関する

情報を当該委員の了解無しに、第三者に開示し、または漏洩してはならな

い。 

２ ただし、知得する以前に既に公知となっている場合、または知得した以後に自己 

の責任に帰さない理由で公知となった場合は、この限りではない。 

（雑則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、協議会に 

諮って定める。 

 

附 則 

１ 本規約の施行に当たっては、委員への意見照会を事前に行う。 

２ 本規約は、令和３年７月 20 日より施行する。 

  令和４年５月 23 日一部改正 

 

  



 

                                      

                                     

無人建設革新技術開発推進協議会 委員名簿 

(学識者) 

石上 玄也  慶應義塾大学 理工学部機械工学科 准教授 

諸田 智克  東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 准教授 

松尾 亜紀子 慶應義塾大学 理工学部 教授 

 

（研究者） 

山口 崇   土木研究所 技術推進本部 先端技術チーム 上席研究員 

永井 直樹  宇宙航空研究開発機構 国際宇宙探査センター事業推進室 室長 

坂下 哲也  宇宙航空研究開発機構 宇宙探査イノベーションハブ 副ハブ長 

 

（行政） 

見坂 茂範  国土交通省 大臣官房技術調査課 課長 

岩崎 福久  国土交通省 総合政策局公共事業企画調整課 課長 

国分 政秀  文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課 宇宙利用推進室 室長 

佐々木 勇也（委員代理） 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 参事官補佐 

 

220808時点 

 

（その他、土木研究所、宇宙航空研究開発機構、行政機関において、数名の臨時委員を任命している。） 

  


